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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

【業務の適正を確保するための体制】
当社は会社法及び会社法施行規則の規定に則り、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備
について以下のとおり取締役会において決議しております。（最終改定　2025年10月30日）

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「行動規準」

を制定する。
② 「取締役会規則」、「コンプライアンスに係る規則」等各種社内規則の制定及び周知徹底を通じて、

役職員が法令等を遵守するための体制を整備する。
③ コンプライアンスを担当する役員及び統括部署を設置し、各部署にコンプライアンス担当その他必要

な人員配置を行い、使用人に対する適切な教育研修体制を構築する。
④ コンプライアンスに係る内部通報・相談制度を設ける。
⑤ 役職員の職務執行の適切性を検証するため、社長直轄の内部監査部を設置する。内部監査部は、「内

部監査規則」に従い、必要に応じ、監査役及び会計監査人との間で協力関係を構築し、効率的な内部
監査を実施する。

（2）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会及び経営会議等の職務の執行に係る重要な文書の取扱いは、「取締役会規則」、「経営会議

規則」、「情報セキュリティ管理規則」及び「文書管理規則」に従い、適切に保存及び管理（廃棄を
含む）の運用を実施する。

② 監査役が求めたときは、担当部署はいつでも当該請求のあった文書を閲覧に供し又は謄本を提供する。
③ 秘密情報、個人情報等の情報セキュリティを一元的に所管する役員及び統括部署を設置し、各部署責

任者と連携し、情報資産全般にわたる一元的・包括的管理体制の構築とその継続的改善により情報セ
キュリティを確保する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスク管理規則」を制定し、日常の業務遂行から生じる多様なリスクを可能な限り未然に防止する

ことを第一義とするとともに、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
② 大地震等の重大危機発生時に備えて、関係者の安全や社会への貢献にも十分に配慮のうえ、迅速な事

業継続及び通常機能の回復に必要な体制や計画、マニュアル類を整備し、その継続的改善により危機
対応力を確保する。

③ リスクの特定、計測、コントロール及びモニタリングからなるリスク管理プロセスである総合リスク
マネジメントシステム（Advanced Risk Management System : 以下「ARMS」）によって適切に
リスクを管理する。

④ リスク管理を所管する役員及び統括部署を設置し、各部署にリスクマネジメント担当その他必要な人
員配置を行い、リスクを管理するための委員会を設置する。
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（4）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な職務遂行に支障を来さぬ

体制を確保する。
② 経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定のほか、

取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、経営会議の諮問機関として
各種の委員会を設置する。
・経営戦略及び事業方針に関する委員会
・価値創造プロセス（Value Creation Process：以下「VCP」）に係る戦略及び事業計画に関する委員会
・内部統制及びリスク管理に関する委員会
・プロジェクトの受注の可否を審査する委員会
・新事業、出資及び業務提携の可否を審査する委員会
・研究及び提言の推進に関する委員会
・懲戒に関する委員会

③ 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、日常の職務遂行に際しては、「職務権限規
則」、「分掌規則」等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を
分担する。

④ 経営目標の達成管理を適切に行うため、計数的な予実管理をはじめ個別施策の達成状況については継
続的に検証し、その結果を反映する体制を整備する。

（5）当社及びその子会社から成る企業集団における企業価値向上及び業務の適正を確保するための体制
① 当社グループ各社において、「経営理念」及び「行動規準」の趣旨の共有を図り、内部通報・相談制

度を導入すること等のコンプライアンス体制を定めることにより、当社グループ各社の取締役及び使
用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。

② 当社と当社グループ各社間の管理・報告体制及び当社グループ各社の効率的な経営を確保するための体
制として以下を実施することにより、当社グループとしての企業価値の向上と業務の適正を確保する。
・重要な子会社のうち大会社である三菱総研DCS株式会社（以下「DCS」）に対しては、役員派遣及

び管理担当部署の設置を行うほか、同社との間で連結経営委員会を設置する。また、同社とは同社
経営の重要事項を当社と事前協議しなければならない旨の経営管理契約を締結するとともに、代表
取締役が同社の経営状況を定期的に確認する。

・DCS以外の当社グループ各社に対しては、当社又はDCSにおいて、役員派遣及び管理担当部署の設
置等を行う。

・内部監査部が当社グループ各社に対して業務監査を行う。
③ リスクの特定、計測、コントロール及びモニタリングからなるリスク管理プロセスであるARMSを当

社グループ各社に導入するとともに、当社グループ全体のリスクを適切に評価し、リスクベース・ア
プローチによる効果的なリスク管理を行う。

④ 当社及び当社グループ各社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、当社の社会的な説明責任と
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公共的な使命を十分認識し、当社の株主や投資家をはじめとする利害関係者に対して公表する財務報
告の信頼性を確保するとともに、財務報告の適正性を確保するための内部統制を構築する。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき組織として監査役会事務局を設置し監査役会の指揮のもとに置く。
② 監査役の職務を補助すべき使用人の人事等当該使用人の独立性に関する事項については、監査役会の

意向を尊重する。また、当該使用人のうち監査役会事務局の長を専任として配置する。

（7）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、監査役に対して以下の事項を報告する。

・取締役会及び経営会議で決議又は報告された事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
・内部監査の実施状況及びその結果
・不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
・内部通報・相談の状況及び通報・相談された事案の内容
・その他監査役が報告を求める事項

② 取締役及び使用人は、子会社の取締役、監査役及び使用人から当社グループ各社の状況に係る重要な
事項の報告を受け、これを監査役に対して報告する。

③ 当社及び当社グループ各社は、監査役に対する報告をした者（内部通報・相談制度により通報をした
者を含む。）に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

（8）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役の職務の執行について生ずる費用は、監査役の請求に従い会社法の定めに基づいて会社が負担

する。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役及び内部監査部は、監査役と定期的に意見交換を行う。
② 監査役が取締役会に出席し、常勤監査役が経営会議に出席するほか、全ての委員会にオブザーバーとし

て出席することにより、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供が可能な体制を構築する。
③ 取締役、執行役員及び使用人は、監査役からの調査又はヒアリング依頼に対し、協力するものとする。
④ その他、取締役、執行役員及び使用人は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に定めのある事

項を尊重する。
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【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
当社は、内部統制システムの運用状況を毎年定期的に取締役会に報告し、必要に応じて見直しを行っております。
当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「経営理念」及び「行動規準」について、経営陣と社員との対話や研修等を通じ、社内周知の徹底を図ってお

ります。
・社内規則の制定及び改廃について確実かつ効率的に行い、社内周知の徹底を図っております。
・コンプライアンスに関する教育は、当社事業に応じた重点領域を設定し、社内研修等の必修項目として実

施しております。また、階層別ディスカッションの実施によりコンプライアンス意識を向上させ風通しの
良い企業風土の構築を図るとともに、社員向けアンケートでコンプライアンスに関する遵守状況を確認し
ております。

・コンプライアンスに係る内部通報・相談制度を設け、社外弁護士を含む複数の窓口を設置し、通報者保護
を社内規則に明記し徹底しております。

・社長直轄の監査室は、所管部署から必要な情報提供を受けることにより適切かつ効率的に内部監査を行っ
ております。また、当事業年度より、監査役会、会計監査人及び監査室の三者による意見交換を実施し、
監査役会及び会計監査人との更なる連携を図っております。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・経営陣の職務執行に係る情報は、「取締役会規則」、「情報セキュリティ管理規則」その他の社内規則に

従い適切に管理しております。
・情報セキュリティについては、総括責任者のもとに管理体制を確立し、管理計画に沿って必要な対策及び

教育を推進するとともに、定期的な検証により継続的な改善を図っております。また、当事業年度より、
情報セキュリティの所管部署が情報セキュリティマネジメントシステムの事務局を担うことで、情報セキ
ュリティ全般の運用を効率化しております。

・情報セキュリティ改善計画に沿って各種施策の実施及び情報セキュリティ管理計画に基づくセキュリティ
対策の強化により、セキュリティレベルの向上を図りました。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ARMSに基づき、月次でKRI（Key Risk Indicator）によるリスク予兆管理を含むリスクモニタリングを実施

し、リスクの顕在化を可能な限り未然に防止するとともに、危機発生時においては第一報の受領後円滑に危
機管理体制に移行する仕組み（事業継続計画等の整備を含む。）を構築し、適切に運用しております。

・プロジェクトの受注可否を審査する委員会では、リスク管理の審議をより適切に行うため、事業期間が複
数年にわたる案件について事業期間全体を一括して審査の対象とする場合の基準を明確化しました。

・新事業・出資・業務提携について審査する委員会では、事前相談の中でリスク管理も含めた事業計画のブ
ラッシュアップに向けた支援の実施などを通して、継続的に審査の実効性の向上を図っております。

－ 4 －



2025/11/18 10:27:22 / 25267333_株式会社三菱総合研究所_招集通知

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、実開催のほか、必要に応じ会社法第370条に基づく書面による決議及び同法第372条に基づ

く書面による報告を活用し、適時適切な意思決定を図っております。
・取締役会から経営会議への委任及び経営会議から各種委員会への諮問、並びに職位ごとの業務の分担等

を、社内規則として整備のうえ運用することにより、職務執行を適切かつ効率的に実施しております。
・「中期経営計画2026」の2年目として、VCP経営を推進する中で直面している具体的な課題に即した実

効的な議論を委員会で行い、適切かつ効率的な意思決定に活かしております。
・経営目標の達成管理は、社内規則に基づき経営企画及び経理財務の所管部署が連携することにより、適切

に行っております。

(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における企業価値向上及び業務の適正を確保するための体制
・当社グループ各社において、内部通報・相談制度を導入し外部通報先を一元化する等、当社グループ全体

としてのコンプライアンス体制を構築しております。
・当社グループ各社に派遣した役員を通じて、各社の状況を適切に把握しております。特に、DCSとの間で

は、連結経営委員会や経営管理契約に基づく事前協議を通じて、相互の信頼関係を構築するとともに、十
分な連携を図っております。また、前事業年度に引き続き、DCSとの相互交流人事を拡充し、当社グルー
プ全体の企業価値向上に向けた連携強化を推進しております。

・当社グループ各社に対して、月次でリスクモニタリングを実施し関係者で情報共有する等、当社グループ
全体としてのリスク管理体制を構築しております。また、毎事業年度、DCSと協議のうえ、当社グループ
の高優先度リスクを設定し、リスクベース・アプローチによる効果的なリスク管理を継続して推進してお
ります。

・当社グループ全体で財務報告の信頼性及び適正性を確保するための内部統制を構築し、適切に運用してお
ります。

・当社グループ全体の内部統制の強化のため、監査室においてDCS及びその子会社の内部監査結果を確認の
うえ経営会議への報告を実施しております。また、当社グループ各社に加え持分法適用会社に関する内部
統制の有効性についても監査室において評価する仕組みを運用しております。

(6) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会及び経営会議等に出席することにより当社及び当社グループ各社の状況に関する必要

な情報を得るほか、当社の内部統制関連部署の長との定期的な会合や、DCSの監査役との定期的な会合等
を通じて、当社グループ全体における監査の実効性を確保しております。

・当社及び当社グループ各社において、監査役に対する報告をした者（内部通報・相談制度により通報をし
た者を含む。）に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない方針を徹底しており
ます。
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連結株主資本等変動計算書 （2024年10月１日から2025年９月30日まで）

株 主 資 本
資 本 金 資 本剰 余 金 利 益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 6,336 4,908 57,036 △3,261 65,019
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,566 △2,566
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,386 6,386

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 41 41
自 己 株 式 の 消 却 △1,884 1,884 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,934 1,925 3,860
当 期 末 残 高 6,336 4,908 58,971 △1,336 68,879

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非 支 配
株 主
持 分

純 資 産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 2,207 38 9 355 2,611 8,742 76,373
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,566
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,386
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 41
自 己 株 式 の 消 却 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 504 12 △28 △54 433 679 1,113

連結会計年度中の変動額合計 504 12 △28 △54 433 679 4,973
当 期 末 残 高 2,712 50 △19 301 3,044 9,422 81,346

（単位：百万円）
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連　結　注　記　表
(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項)
１. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　　９社

主要な連結子会社の名称
三菱総研DCS株式会社

２. 持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社の数　　３社
主要な持分法適用会社の名称

日本ビジネスシステムズ株式会社
株式会社日本ケアコミュニケーションズ
株式会社アイネス

持分法を適用していない関連会社（阿賀野メガソーラー合同会
社、多可町安田郷メガソーラー発電合同会社）は、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲
から除外しております。
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社等につ
いては、６月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使
用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 MRIA International Inc.の決算日は12月31日であり、６月30
日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
また、MRIV International LLCの決算日は６月30日であり、同
日現在の計算書類を使用しております。なお、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

－ 7 －
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４. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブ 時価法を採用しております。
③ 棚卸資産 主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(2) 重要な固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 当社及び国内の連結子会社については、主として定率法を採用し
ております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。また、三菱総研
DCS株式会社の千葉情報センターの建物及び構築物についても定
額法により償却しております。
在外連結子会社については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３年～50年
機械装置及び運搬具　　５年～８年
工具、器具及び備品　　２年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（２年～５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は、従業員に対する賞与の支給に備え
るため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
き額を計上しております。

－ 8 －
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③ 役員賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は、役員に対する賞与の支給に備える
ため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき
額を計上しております。

④ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末にお
ける受注契約のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損
失を合理的に見積もることが可能なものについては、翌連結会計
年度以降の損失見込額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるた
め、役員報酬規則に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥ 株式報酬引当金 当社は、役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株
式交付規則に基づき、取締役、執行役員及び研究理事に割り当て
られたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法 当社は、数理計算上の差異について、発生時における従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（10年）で定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理しております。
三菱総研DCS株式会社は、数理計算上の差異について、発生年度
に全額費用処理しております。なお、一部の連結子会社について
は、簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益
を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
イ シンクタンク・コンサルティングサービス事業

シンクタンク・コンサルティングサービス事業では、政策や
一般事業に関する調査研究及びコンサルティング等を実施し
ております。
上記に係わる主な取引は、顧客との契約に基づき成果物の納品
又は役務・サービスを提供する履行義務を負っております。プ
ロジェクトの進捗に伴って一定期間にわたり履行義務が充足す
ることから、進捗率に基づき収益を認識しております。進捗率
は、期末日における見積総原価に対する実際原価の割合（イン
プット法）に基づき、合理的に算定しております。
また、役務・サービス提供のうち、工数や作業量等に基づき
履行が完了した部分の対価を顧客から受け取る権利を有して
いる場合には、請求する権利を有している金額で収益を認識
しております。
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(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子
会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非
支配株主持分に含めて計上しております。

ロ ITサービス事業
ITサービス事業では、ソフトウェア開発・運用・保守、情報
処理・アウトソーシングサービス及びシステム機器の販売等
を実施しています。
ソフトウェア開発・運用・保守及び情報処理・アウトソーシン
グサービスにおいては、顧客との契約に基づき成果物の納品又
は役務・サービスを提供する履行義務を負っております。
ソフトウェア開発は、プロジェクトの進捗に伴って一定期間
にわたり履行義務が充足することから、進捗率に基づき収益
を認識しております。進捗率は、期末日における見積総原価
に対する実際原価の割合（インプット法）に基づき、合理的
に算定しております。
運用・保守及び情報処理・アウトソーシングサービスについ
ては、契約期間にわたり概ね一定の役務・サービスを提供す
るサービスでは、時間の経過に応じて履行義務を充足するこ
とから、契約期間にわたり、顧客との契約において約束され
た金額を契約に基づき按分して収益を認識しております。
また、工数や作業量等に基づき履行が完了した部分の対価を
顧客から受け取る権利を有している場合には、請求する権利
を有している金額で収益を認識しております。
システム機器の販売においては、製品を顧客へ引き渡し検収
を得られた時点で履行義務が充足されると判断しており、当
該時点で収益を認識しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変
動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場
合には振当処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
(イ) ヘッジ手段 先物為替予約、金利スワップ取引
(ロ) ヘッジ対象 主として外貨建債権債務に係る為替変動

リスク、借入金利息
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ハ ヘッジ方針
主に当社の社内規定に基づき、為替変動リスクをヘッジして
おります。金利スワップ取引は、金利変動リスクを回避する
目的で行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘ
ッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較
し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
なお、為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に
関する重要な条件がほぼ同じであり、ヘッジに高い有効性が
あるとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略してお
ります。

(8) のれんの償却方法及び償却期間 投資ごとに効果の発現する期間にわたり均等償却を行うこととし
ております。
ただし、少額のものについては、発生年度に一括償却しております。
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当連結会計年度
（2025年９月30日）

インプット法に基づく売上高
（当連結会計年度末進行中の案件に係る売上高） 21,987

受注損失引当金 90

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　　　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は
ありません。

　　　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結
計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はあ
りません。

(会計上の見積りに関する注記)
総原価の見積りに基づくインプット法による収益認識及び受注損失引当金

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループが受託する調査研究・コンサルティング及びソフトウェアの開発等について、履行義務の充足
に係る進捗率を見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出し、その進捗率に基づいて一定
期間にわたり収益を認識しております。
見積総原価は、各決算日時点における受注契約ごとの仕様、遂行体制、納期、進捗状況等に基づき、作業内
容や工数を主要な仮定として見積っております。
また、当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可能なもの
については、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額について、受注損失引当金を計上しております。
当社グループのシンクタンク・コンサルティングサービスの主な業務、ITサービスにおけるシステム開発
は、仕様や業務内容が顧客の要求に基づき定められております。契約ごとの個別性が強く、顧客要望の高度
化、案件の複雑化や完成までの事業環境の変化等によって、当初見積り時には予見不能な作業工数の増加に
より総原価の見積りが変動することがあります。総原価の見積りが大幅に変動した場合には、当社グループ
が認識する収益、受注損失引当金及び売上原価に影響を与える可能性があります。

－ 13 －



2025/11/18 10:27:22 / 25267333_株式会社三菱総合研究所_招集通知

連結注記表

有形固定資産の減価償却累計額 18,284百万円

(追加情報に関する注記)
取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度

当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国外
居住者を除く。）並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。以下、取締役と
併せて「取締役等」という。）を対象として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入
しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること
を目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であ
ります。
本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じております。
(1) 取引の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下、「BIP信託」という。）と称される仕組み
を採用いたしました。当社及び一部の連結子会社は、取締役等の退任後（当該取締役等が死亡した場合は死
亡時。）に、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当の金銭を業績目標の達成度等
に応じて交付又は給付いたします。

(2) 信託に残存する自社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自
己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,333百万円、株式
数は293千株であります。

(連結貸借対照表に関する注記)

　　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(連結損益計算書に関する注記)
本社移転関連費用

　　　連結子会社である三菱総研DCS株式会社の本社移転に係る費用であります。

－ 14 －
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連結注記表

当連結会計年度
期首の株式数

（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度
期末の株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 16,424 － 380 16,044

自己株式

普通株式 683 0 389 294

（イ）配当金の総額 1,283百万円
（ロ）１株当たり配当額 80.0円
（ハ）基準日 2024年９月30日
（ニ）効力発生日 2024年12月19日

（イ）配当金の総額 1,283百万円
（ロ）１株当たり配当額 80.0円
（ハ）基準日 2025年３月31日
（ニ）効力発生日 2025年６月９日

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１. 発行済株式の種類及び総数、並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 普通株式の発行済株式の減少380千株は、自己株式の消却による減少であります。
２. 普通株式の自己株式の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
３. 普通株式の自己株式の減少389千株は、自己株式の消却及び役員報酬BIP信託から対象者への株

式給付による減少であります。
４. 当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式293千株

が含まれております。
２. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額
・2024年12月18日開催の第55回定時株主総会決議による配当に関する事項

（注）2024年12月18日開催の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式
に対する配当金24百万円が含まれております。

・2025年４月25日開催の取締役会決議による配当に関する事項

（注）2025年４月25日開催の取締役会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対
する配当金23百万円が含まれております。

－ 15 －
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連結注記表

（イ）配当金の総額 1,363百万円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 85.0円
（ニ）基準日 2025年９月30日
（ホ）効力発生日 2025年12月18日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
・2025年12月17日開催予定の第56回定時株主総会において付議予定の配当に関する事項

（注）2025年12月17日開催予定の定時株主総会による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社
株式に対する配当金24百万円が含まれております。

(金融商品に関する注記)
１. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金計画に照らして、一時的な余資は安全性の高い預金や社債等により運用しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクに対しては、当社グループの取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと
もに、主な取引先の信用状況を随時把握する体制をとることでリスク軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております
が、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
敷金及び保証金は、主に事業所の賃借に伴う敷金及び保証金であります。これらは差入れ先の信用リスクに
晒されておりますが、賃貸借契約に際し差入れ先の信用状況を把握するとともに、適宜差入れ先の信用状況
の把握に努めております。
買掛金は、１年以内の支払期日であります。
買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金計画を作成するなど
の方法により管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避する目的で利用しており、利用にあたっ
ては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。また、匿名組合出
資先において長期借入金の金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化
を実施しております。

－ 16 －
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連結注記表

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

(１) 投資有価証券
① 関係会社株式 11,367 19,299 7,932
② その他有価証券 5,266 5,266 －

(２) 敷金及び保証金 2,880 1,984 △896
(３) デリバティブ取引 (＊) 73 73 －

２. 金融商品の時価等に関する事項
2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な
お、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額1,706百万円）及び連結貸借対照表に持分相当額を純額
で計上する組合等への出資（連結貸借対照表計上額712百万円）は、「投資有価証券」には含めておりませ
ん。また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(単位：百万円)

(＊) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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連結注記表

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 5,266 － － 5,266
デリバティブ取引
　通貨関連 － △3 － △3
　金利関連 － 76 － 76

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　関係会社株式 19,299 － － 19,299
敷金及び保証金 － 1,984 － 1,984

３. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割り引いた現在
価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
合計シンクタンク・コンサ

ルティングサービス ITサービス

官公庁 32,603 2,207 34,810
金融・カード 2,936 51,393 54,329
一般産業 11,551 20,767 32,318
外部顧客への売上高 47,090 74,367 121,458
うち、顧客との契約から生じる収益 47,090 66,074 113,165
　　　その他の収益（注） － 8,292 8,292

敷金及び保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに分類し、市場金利等を加味した利率で割り引いた現在価値法により算定
しており、レベル２の時価に分類しております。

(収益認識に関する注記)
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）
（単位：百万円）

（注）その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であり、
金融・カード8,157百万円、一般産業135百万円であります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項)　４. 会計
方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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連結注記表

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 12,443 14,514
契約資産 13,940 17,376
契約負債 1,335 1,577

当連結会計年度
１年以内 14,893
１年超 6,291
合計 21,185

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

顧客との契約から生じた債権及び契約資産以外の債権は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計
基準」に基づく債権であり、期首残高14,194百万円、期末残高11,024百万円であります。
契約資産は、主に顧客との請負契約等について期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の財又はサー
ビスに係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものです。契約資産は、対価に対する当社及び
連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に、保守サービス契約に基づき顧客から受領した前受金及び前受収益で、翌連結会計年度以
降に充足する履行義務に対応するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,269百万円であります。
また、過去の期間に充足した履行義務から当期に認識した収益の額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想
される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
                                                                                                                    （単位：百万円）

－ 20 －
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１. １株当たり純資産額 4,566円65銭

２. １株当たり当期純利益 405円55銭

(１株当たり情報に関する注記)

（注）役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてお
ります。当該自己株式の期末株式数は294千株であり、このうち役員報酬BIP信託が保有する当社株式の期末株式数は293千株
であります。

（注）役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。当該自己株式の期中平均株式数は351千株であり、このうち役員報酬BIP信託が保有する当社株式の期中平均
株式数は296千株であります。

(重要な後発事象に関する注記)
　　該当事項はありません。

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



2025/11/18 10:27:22 / 25267333_株式会社三菱総合研究所_招集通知

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書 （2024年10月１日から2025年９月30日まで）

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 6,336 4,851 171 1,842 34,858 36,871 △3,261 44,797
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,566 △2,566 △2,566
当 期 純 利 益 3,546 3,546 3,546
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 41 41
自 己 株 式 の 消 却 △1,884 △1,884 1,884 －
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － △905 △905 1,925 1,020
当 期 末 残 高 6,336 4,851 171 1,842 33,953 35,966 △1,336 45,817

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 999 38 1,038 45,835
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,566
当 期 純 利 益 3,546
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 41
自 己 株 式 の 消 却 －
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 253 12 265 265

事業年度中の変動額合計 253 12 265 1,285
当 期 末 残 高 1,253 50 1,303 47,121

（単位：百万円）
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個別注記表

個　別　注　記　表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券
① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
② 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
(2) デリバティブ 時価法を採用しております。
(3) 棚卸資産

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 主として定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用
年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　３年～50年
工具、器具及び備品　　２年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。

３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額
のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額の
うち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(4) 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における
受注契約のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損失を
合理的に見積もることが可能なものについては、翌事業年度以降
の損失見込額を計上しております。
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(5) 株式報酬引当金 役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付
規則に基づき、取締役、執行役員及び研究理事に割り当てられた
ポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。

ロ 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務
期間内の一定の年数（10年）で定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌事業年度から処理しております。

４. 収益及び費用の計上基準 当社では、主に政策や一般事業に関する調査研究及びコンサルテ
ィング等を実施しております。
上記に係わる主な取引は、顧客との契約に基づき成果物の納品又
は役務・サービスを提供する履行義務を負っております。プロジ
ェクトの進捗に伴って一定期間にわたり履行義務が充足すること
から、進捗率に基づき収益を認識しております。進捗率は、期末
日における見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）
に基づき、合理的に算定しております。
また、役務・サービス提供のうち、工数や作業量等に基づき履行が
完了した部分の対価を顧客から受け取る権利を有している場合に
は、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。

５. ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変
動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場
合には振当処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
（イ）ヘッジ手段　先物為替予約、金利スワップ取引
（ロ）ヘッジ対象　主として外貨建債権債務に係る為替変動

リスク、借入金利息
ハ ヘッジ方針

主に当社の社内規定に基づき、為替変動リスクをヘッジして
おります。金利スワップ取引は、金利変動リスクを回避する
目的で行っております。
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６. その他計算書類作成のための基本となる
重要な事項

退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法
は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっ
ております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘ
ッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較
し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
なお、為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に
関する重要な条件がほぼ同じであり、ヘッジに高い有効性が
あるとみなされているため、ヘッジの有効性の判定を省略し
ております。
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当事業年度
（2025年９月30日）

インプット法に基づく売上高
（当事業年度末進行中の案件に係る売上高） 12,313

受注損失引当金 13

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　　　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　　　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はあり
ません。

　　　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の計算書類
における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用し
ております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の計算書類となって
おります。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の計算書類への影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)
総原価の見積りに基づくインプット法による収益認識及び受注損失引当金

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表(会計上の見積りに関する注記)の(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情
報に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 1,624百万円

短期金銭債権 177百万円
短期金銭債務 1,086百万円
長期金銭債務 217百万円

売上高 203百万円
仕入高 6,164百万円

営業取引以外の取引高 1,582百万円

(追加情報に関する注記）
取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、当社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除く。）並びに委任契約を締結して
いる執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「取締役等」という。）を対象とし
て、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。本制度は、当社グループの
中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたものであり、当社グループ業
績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であります。
本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じております。
(1) 取引の概要

本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下、「BIP信託」という。）と称される仕組み
を採用いたしました。当社は、取締役等の退任後（当該取締役等が死亡した場合は死亡時。）に、BIP信託
により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当の金銭を業績目標の達成度等に応じて交付又は給付
いたします。

(2) 信託に残存する自社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自
己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,333百万円、株式数は
293千株であります。

(貸借対照表に関する注記)

２. 関係会社に対する金銭債権及び債務

(損益計算書に関する注記)
関係会社との取引

営業取引
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当事業年度
期首の株式数

（千株）

当事業年度
増加株式数
（千株）

当事業年度
減少株式数
（千株）

当事業年度
期末の株式数

（千株）
自己株式

普通株式 683 0 389 294

(株主資本等変動計算書に関する注記)
自己株式の種類及び株式数

（注）１. 普通株式の自己株式の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２. 普通株式の自己株式の減少389千株は、自己株式の消却及び役員報酬BIP信託から対象者への株

式給付による減少であります。
３. 当事業年度末の普通株式の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式293千株が含

まれております。
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繰延税金資産
・賞与引当金 955百万円
・未払社会保険料 118百万円
・未払事業税等 79百万円
・退職給付引当金 1,365百万円
・減価償却費 375百万円
・受注損失引当金 4百万円
・資産除去債務 198百万円
・その他 567百万円
繰延税金資産小計 3,664百万円
評価性引当額 △285百万円
繰延税金資産合計 3,378百万円

繰延税金負債
・資産除去債務に対応する除去費用 △145百万円
・その他有価証券評価差額金 △573百万円
・その他 △99百万円
繰延税金負債合計 △818百万円
繰延税金資産の純額 2,559百万円

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま
した。
これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産
及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は31百万円増
加し、法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円、それぞれ減少しております。

(収益認識に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表(収益認識に関する注記)に
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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１　　年　　内 1,517百万円
１　　年　　超 9,321百万円

合　　計 10,839百万円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約に
より使用しております。
オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額
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属 性 会社等の
名　　称

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子会社
三 菱 総 研
D C S
株 式 会 社

所有
直接80.0

当社からシステム開発、ア
ウトソーシングサービスを
委託、当社からシンクタン
ク・コンサルティングサー
ビスを提供
役員の兼任
事務所の賃貸借
資金の借入

資金の
借入・返済 6,000 － －

１. １株当たり純資産額 2,991円85銭

２. １株当たり当期純利益 225円19銭

(関連当事者との取引に関する注記)
子会社

(注)  資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の差入はありません。

(１株当たり情報に関する注記)

（注）役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めて
おります。当該自己株式の期末株式数は294千株であり、このうち役員報酬BIP信託が保有する当社株式の期末株式数は293
千株であります。

（注）役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております。当該自己株式の期中平均株式数は351千株であり、このうち役員報酬BIP信託が保有する当社株式の期中
平均株式数は296千株であります。

(重要な後発事象に関する注記)
　　該当事項はありません。

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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